
議第７号 

 

鶴岡市立小学校・中学校管理規則の一部改正について 

 

鶴岡市立小学校・中学校管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

平成２９年３月２３日提出 

 

鶴岡市教育委員会教育長 加 藤  忍 

 

鶴岡市立小学校・中学校管理規則の一部を改正する規則 

 

鶴岡市立小学校・中学校管理規則（平成１７年鶴岡市教育委員会規則第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

第１４条中「、主査」の次に「、主任主査」を加える。 

第１５条中第１１号を第１２号とし、第４号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の

次に次の１号を加える。 

(４) 主任主査は、上司の命を受け、特定事項に関する事務を処理する。 

 

附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



議第 号

鶴岡市立鶴岡第三中学校改築工事請負契約の一部変更について

鶴岡市立鶴岡第三中学校改築工事請負契約の一部を次のように変更する。

内 容
議決年月日及び番号

事 項 名 変 更 前 変 更 後

平成２８年７月２５日
契約金額 １,８３６,０００,０００円 １,９３３,５５６,４００円

議 決 第 ７ ７ 号

平成２９年３月 日提出

鶴岡市長 榎 本 政 規


